
  

西東京市施工能力審査型総合評価方式試行要領 

第１ 趣旨 

この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に基づき、西東

京市（以下「市」という。ただし、別紙においては「本市」という。）が発注する建設工事にお

いて、安定的な品質確保と不良不適格企業の参入防止を図るため、地方自治法施行令（昭和22年

政令第16号。以下「政令」という。）による、価格その他の条件が市にとって最も有利なものを

もって申込みをした者を落札者として決定する方式（以下「総合評価方式」という。）の試行に

当たり、必要な事項を定めるものとする。  

第２ 定義 

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 課長 西東京市契約事務規則（平成13年1月21日規則第58号。以下「規則」という。）第２条

第２号に規定する課長をいう。 

(2) 工事成績点 別に定める工事成績評定実施要領第７第３項の規定による工事成績通知書の評

価点をいう。 

(3) 評定 別に定める工事成績評定実施要領第７第３項の規定による工事成績通知書の評定をい

う。 

(4) 落札者決定基準 政令第167条の12第４項の規定による落札者決定基準をいう。 

(5) ２省協定労務単価 農林水産省及び国土交通省が公共工事の工事費の積算に用いるために定

めた、公共工事設計労務単価 

(6) 提出資料 総合評価方式による入札に参加しようとする者が、入札のための資料として提出

する書面をいう。 

第３ 対象工事 

総合評価方式を試行する対象工事は、１件の予定価格が1,000万円以上１億5,000万円未満の工

事とする。 

２ 具体的な対象工事は、契約を担当する課長が、工事を所管する課長と協議の上、選定し、西東

京市事務決裁及び専決規定（平成13年１月21日訓令第２号）による事業の実施に係る決裁責任者

が決定する。 

３ 決定した対象工事は、必要に応じて西東京市指名業者選定委員会に報告するものとする。 

第４ 入札方式等 

試行する総合評価方式の入札方式等は、別表のとおりとする。 

第５ 学識経験を有する者への意見聴取 

市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、２人以上の学識経験を有する

者に、意見を聴かなければならない。この場合において、標準的な落札者決定基準は、別紙のと

おりとする。 

２ 市長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、落札者を決定しようとするときに改

めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要がある

とされた場合は、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、２人以上の学識経験を有

する者に意見を聴かなければならない。 

第６ 入札への参加の制限 

 総合評価方式による入札を公表する年度において、評定がＥとなった者は、この入札への参加

を認めないものとする。 



  

第７ 公表事項 

総合評価方式による入札を試行しようとするときは、発注工事の公表において、次に掲げる事

項について具体的に明示するものとする。 

(1) 総合評価方式の対象工事であること。 

(2) 提出資料の様式及び提出方法 

(3) 落札者決定基準 

(4) 提出資料に記載された事項（配置予定技術者を含む。）は、提出の期限を過ぎた後には、原

則として変更を認めないこと。 

第８ 資料の提出 

入札への参加を希望する者は、前項の規定による公表事項に基づき、必要な提出資料を提出す

るものとする。 

第９ 適正な施工の確保 

 総合評価方式により評価した価格以外の評価点の評価項目のうち、落札者について加点された

評価項目であって、施工に着手し、又は完了するまでは当該評価項目の要件が満たされたか否か

を確認できない事項は、その内容を契約書に記載し、適正な施工の確保を図るものとする。 

２ 前項に規定する事項については、監督又は検査の際、加点された評価項目の要件が満たされた

か否かを確認するものとする。 

３ 前項に規定する監督又は検査により、加点された評価項目の要件が満たされていないことが確

認されたときは、この契約についての工事成績点を次の各号に掲げるとおり減点し、かつ、必要

に応じて指名停止等の措置を講ずるものとする。 

(1) 職種ごとの労務単価が、２省協定労務単価の90％以上であるとして加点されたが、これを下

回ると判明したとき、又は必要な確認資料の提出がなかったとき 10点 

(2) 前号に規定する労務単価以外の加点された評価項目について、提出資料に虚偽があったとき 

５点 

第10 その他 

この要領の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 

附 則 

この要領は、平成23年２月25日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成23年６月20日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成25年10月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成29年４月１日から施行する。 

 

 



  

別表（第４関係） 

試行する総合評価方式の入札方式等 

１件の 

予定価格 
1,000万円以上１億5,000万円未満 

入札方式 
西東京市工事希望制指名競争入札実施要綱に規定する入札（工事

希望制指名競争入札） 

総合評価方式 

の型式 

総合評価方式のうち、施工能力を審査する特別簡易型 

（施工計画書の提出・審査を行わない型式） 

総合評価方式 

の評価方法 
価格評価点と施工能力評価点を合計した総合評価点 

 



  

別紙（第５第１項関係） 

落札者決定基準（標準例） 

１ 評価の算出方法 

  次の算出方法による総合評価点により、落札者を決定する。 

  総合評価点＝価格評価点＋価格以外の評価点 

(1) 価格評価点 

価格評価点の算出方法は、次のとおりとし、小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下

第２位までとする。 

   価格評価点＝100×（１－入札価格÷予定価格） 

(2) 価格以外の評価点 

① 価格以外の評価点は、施工能力を評価するものとし、「価格以外の評価点（施工能力評価

点）の一覧表」により算出する。 

② 価格以外の評価点は、35点以内とする。 

２ 落札者の決定方法 

 入札に参加した者（以下「入札参加者」という。）のうち、入札価格が予定価格以下かつ最低

制限価格以上の額であって、総合評価点が最も高いものを落札者とする。この場合において、総

合評価点が最も高いものが２者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 

３ 開札以前に、入札参加者の資料に虚偽があった場合 

入札参加者が提出資料に虚偽を記載し、このことが開札以前に判明した場合は、当該入札参加

者の入札を無効とし、指名停止その他の措置を講じるものとする。 

４ 配置予定技術者の変更 

 工事希望制指名競争入札の場合は、希望申請の提出期限後は、配置予定技術者の変更を認めな

い。ただし、病気等のやむを得ない事情により変更が必要な場合であって、変更後の技術者が、

配置予定技術者と同等以上の技術力があると確認できたときは、変更を認めるものとする。 

５ 提出資料 

(1) 価格以外の評価点を算出する資料として、案件ごとに提出資料を定める。 

提出資料は、入札への参加を申込む際、電子入札サービスの「希望票兼予定監理技術者等調

書」の画面で、「添付資料」として電子データを添付し、案件ごとに定める期限までに提出す

ること。 

   なお、提出資料に記載された事項は、提出の期限を過ぎた後には、原則として変更を認めな

いものとする。 

(2) 価格以外の評価項目についての質問及び回答は、電子メール又はファクシミリで送付する。 

６ 結果の公表 

(1) 入札参加者の総合評価点は、落札者が決定した後、電子入札サービス又は本市契約課窓口に

て公表する。 

(2) 落札者とならなかった者は、案件ごとに定める期日までに、説明を求めることができる。 



  

７ 価格以外の評価点（施工能力評価点）の一覧表 

 

評価項目【必須・選択の別】 評価基準 評価点 配点 

企

業

の

技

術

力 

企業の 

施工能力 

①同種工事の 

工事成績点の平均

【必須】 

85点以上 ９点 ９点 

83点・84点 ８点 

80点～82点  ７点 

78点・79点  ６点 

75点～77点  ５点 

73点・74点  ４点 

70点～72点  ３点 

65点～69点  ２点 

60点～64点 １点 

55点～59点又は該当なし ０点 

54点以下 －２点 

②同種工事の実績 

【必須】 
本市又は他官公庁から受注した同種・同規模以

上工事あり 

２点 ２点 

本市又は他官公庁から受注した同種・類似工事

あり 

１点 

上記以外 ０点 

③不良工事等の有無 

【必須】 

なし ０点 ０点 

あり －２点 

④優良工事実績 

【必須】 

実績あり    １点 １点 

実績なし  ０点 

配置予定技

術者の能力 

⑤保有資格 

【必須】 

１級技術者  ２点 ２点 

２級技術者  １点 

その他の技術者 ０点 

⑥施工実績 

【選択】 

85点以上 ４点 ４点 

75点～84点  ３点 

70点～74点 ２点 

65点～69点 １点 

55点～64点又は該当なし ０点 

54点以下   －２点 

現場代理人

の能力 

 

⑦現場実績 

【選択】 

本市又は他官公庁から受注した同種・同規模以

上工事あり 

２点 ２点 

 

本市又は他官公庁から受注した同種・類似工事

あり 

１点 

上記以外  ０点 

技術者の育

成・確保 

⑧若手技術者（35歳以

下）の配置 

【必須】 

配置している １点 １点 

配置していない ０点 

企

業

の

信

頼

性

・

社

会

性 

地域精通 ⑨営業所の所在地 

【必須】 

市内業者として継続的に営業 ２点 ２点 

準市内業者として継続的に営業 １点 

上記以外 ０点 

地域貢献 ⑩災害応急復旧工事の協

定及び建設機械の保有

状況【選択】 

協定あり、かつ、建設機械を保有 ２点 ２点 

協定あり １点 

協定なし ０点 

⑪緊急工事等の単価 

契約実績【選択】 

実績あり １点 １点 

実績なし ０点 

⑫西東京市消防団員の

雇用実績【選択】 

実績あり １点 １点 

実績なし ０点 

⑬市内事業者の活用 

【選択】 
下請負人に市内事業者を活用予定 １点 １点 

活用予定なし ０点 



  

環境配慮 ⑭環境マネジメントシス

テムの取得【選択】 
取得している １点 １点 

取得していない ０点 

労働福祉 ⑮建設業退職金共済制

度等【必須】 

加入している １点 １点 

加入していない ０点 

⑯法定外労働災害補償

制度【選択】 

加入している １点 １点 

加入していない ０点 

⑰社会保険等の加入状

況【必須】 

加入している ０点 ０点 

加入していない（摘要除外を除く） －２点 

⑱労務単価 

【選択】 

２省協定労務単価の90％以上 １点 １点 

上記以外 ０点 

社会貢献 ⑲高齢者の雇用状況 

【選択】 

65歳以上。雇用期間１年以上 １点 １点 

上記以外 ０点 

⑳障害者の雇用状況

【選択】 

雇用実績あり。雇用期間１年以上 １点 １点 

上記以外 ０点 

○21男女平等参画の推進

【選択】 

制度あり １点 １点 

制度なし ０点 

備考 

(1) 共通事項 

① 上記の表及び備考において、実績等として評価の対象とする契約は、元請負人として、直

接、本市又は他官公庁から請け負ったものに限る。 

② 上記の表及び備考において、使用する用語の意義は、次のとおりとする。 

ア 「ＣＯＲＩＮＳ」とは、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システ

ムをいう。 

イ 「過去１か年度」とは、当該年度の前年度に属する４月１日から１年間をいう。 

ウ 「過去３か年度」とは、当該年度の３年度前に属する４月１日から３年間をいう。 

エ 「同種」とは、次のいずれかに該当する過去の工事の業種・工種が、本件の業種と同一

であることをいう。ただし、本件の業種と異なる業種を対象とするときは、案件ごとに、

その詳細を指定する。 

＊ 本市から受注した工事については、東京電子自治体共同運営 電子入札サービスによる

業種 

＊ 他官公庁から受注した工事については、ＣＯＲＩＮＳによる工種 

オ 「同規模以上工事」とする規模は、本件の７割程度以上とし、案件ごとに定める。 

他官公庁から受注した工事については、ＣＯＲＩＮＳに登録されている工事に限る。 

カ 「類似工事」とする規模は、本件の５割程度とし、案件ごとに定める。 

他官公庁から受注した工事については、ＣＯＲＩＮＳに登録されている工事に限る。 

(2) 個別事項 

① 同種工事の工事成績点の平均 

ア 対象期間は、過去１か年度又は過去３か年度とし、案件ごとに定める。 

イ 本市から受注した同種工事であって、工事成績点が付されたものとする。 

ウ 平均の算出方法は、次のとおりとし、小数点以下第１位を四捨五入し、整数までとする。 

平均の算出＝各工事成績点の合計÷工事成績点が付された契約数 

エ 入札への参加を希望する者は、工事成績点について、案件ごとに定めた期限までに、本

市契約課へ、書面にて確認を求めることができる。 

② 同種工事の実績 

対象期間は、過去１か年度又は過去３か年度とし、案件ごとに定める。 



  

 

③ 不良工事等の有無 

ア 本市から受注した工事（同種に限らない。）について、評定がＥであった者とする。 

イ 対象期間は、過去１か年度とする。ただし、当該年度（公表日の前日まで）の間に評定

がＥであった者は、入札に参加できない。 

④ 優良工事実績 

ア 対象期間は、当該年度（公表日の前日まで）及び過去３か年度とする。 

イ 本市から受注した同種工事について評定がＡであった者、又は、国、東京都、都内の市

区町村から、同種工事について表彰された者とする。 

⑤ 保有資格 

ア 「１級技術者」とは、建設業法（昭和24年法律第100号）第15条第２号イに該当する者を

いう。 

イ 「２級技術者」とは、建設業法第27条第１項の規定による技術検定その他の法令の規定

による試験で、当該試験に合格することによって直ちに同法第７条第２号ハに該当するこ

ととなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許又は免状の交付（以下「免許

等」という。）で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるも

のを受けた者であって１級技術者以外の者をいう。 

ウ 「その他の技術者」とは、建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第２

号ハに該当する者で１級技術者及び２級技術者以外の者をいう。 

エ 公表日現在、配置予定技術者が保有している資格とする。 

オ 複数の資格を持つ場合には、上位の資格１つとする。 

カ 技術者資格者証等の写しを、電子入札サービスにて送付すること。 

⑥ 施工実績 

ア 対象期間は、当該年度（公表日の前日まで）及び過去３か年度とする。 

イ 本市から受注した同種工事であって、配置予定技術者が主任技術者又は監理技術者とし

て担当したもののうち、最高の工事成績点とする。 

⑦ 現場実績 

ア 対象期間は、過去１か年度又は過去３か年度とし、案件ごとに定める。 

イ 対象とする工事は、本市又は他官公庁から受注した同種工事であって、配置を予定する

現場代理人が現場代理人、主任技術者又は監理技術者として担当したものとする。 

⑧ 若手技術者の配置 

ア 若手技術者（公表日現在、35歳以下）を現場代理人又は配置予定技術者として配置した

者をいう。 

⑨ 営業所の所在地 

ア 「市内業者として継続的に営業」とは、公表日現在で本市市内に本店や本社（以下「本

店」という。）を有し、西東京建設工事等競争入札参加資格における市内業者及び準市内

業者取扱基準（平成28年12月１日付28西総契第140号。以下「取扱基準」という。）に規定

する市内業者で、かつ、当該年度及び過去３か年度の間、当該本店にて営業を継続してい

る者をいう。 

イ 「準市内業者として継続的に営業」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

＊ 公表日現在で本市市内に支店や支社、営業所（以下「支店等」という。）を有し、取扱



  

基準に規定する準市内業者で、かつ、当該年度及び過去３か年度の間、当該支店等にて営

業を継続している者 

＊ 当該年度及び過去３か年度の間のうち、一部の期間、本市市内に本店を有していたが、

本店を市外に移転し、公表日現在では本市市内に支店等を有し、営業を継続している者 

＊ 当該年度及び過去３か年度の間のうち、一部の期間、本市市内に支店等を有していたが、

本店を市内に移転し、公表日現在では本市市内に本店を有し、営業を継続している者 

ウ 「上記以外」とは、上記ア・イの、いずれにも該当しない者をいう。 

⑩ 災害応急復旧工事の協定及び建設機械の保有状況 

ア 本市と、災害時における応急復旧工事に関する協定を交わした団体に、公表日現在、所

属している者とする。 

イ 「建設機械の保有状況」とは、建設機械の保有状況を最新の経営事項審査で加点評価さ

れている者とする。 

⑪ 緊急工事等の単価契約実績 

当該年度及び過去３か年度に、本市と、道路補修等の緊急工事に対応する単価契約を締結

した者とする。 

⑫ 西東京市消防団員の雇用実績 

直接雇用している従業員等に西東京市消防団員がいる者をいう。 

⑬ 市内事業者の活用 

ア 本項における「市内事業者」とは、本市市内に本店、支店、営業所等を有する者をいう。 

イ 本件について、下請負人として市内事業者を活用する予定がある者とする。 

⑭ 環境マネジメントシステムの取得 

公表日現在、次のいずれかを取得している者とする。 

＊エコアクション21  ＊ISO14001  ＊エコステージ（ステージ２以上）  

＊KES環境マネジメントシステムスタンダード（ステップ2以上）       

⑮ 建設業退職金共済制度等 

経営事項審査で加点評価される制度とする。 

⑯ 法定外労働災害補償制度 

経営事項審査で加点評価される制度とする。 

⑰ 社会保険等の加入状況 

経営事項審査で加点評価される制度とする。 

⑱ 労務単価 

職種ごとの労務単価が、２省協定労務単価(※)の90％以上である者とする。 

なお、完了検査の際、この工事に関する支払給与実績等が確認できる給与明細書、賃金台帳

を、個人が特定される氏名・住所を墨塗りし、提出すること。 

(※) ２省協定労務単価とは、農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるために決

定している「公共工事設計労務単価」をいう。 

なお、２省協定労務単価との比較は、職種ごとの平均支給額により行い、加点評価され

たにもかかわらず、確認において90％未満だったとき、又は必要な確認資料の提出がなか

ったときは、工事成績点を10点減点する。 

⑲ 高齢者の雇用状況 

65歳以上の従業員等を直接雇用し、公表日現在で恒常的雇用関係を確認できる者とする。 



  

⑳ 障害者の雇用状況 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）で義務付けられた障害者数を

超える障害者を雇用している者とし、法定雇用義務のない場合は、１人以上の障害者を公表

日現在で恒常的雇用関係を確認できる者とする。 

21 男女平等参画の推進 

  育児休業制度、介護休暇制度、それに伴う短時間勤務制度等、男女平等参画に関する制

度が就業規則等に規定している者とする。 


